
 事業計画書・・・・・令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

事業計画の概要
(公1) 検査事業

・ 浄化槽法に基づく法定検査を、7条検査が約2000基、11条検査を約10500基実施を目指す。

・

・

・

（公２） 相談助言事業

（公３） 普及啓発事業

・

・

・

（公４） 研修会・セミナーの開催

○ 技術者向け研修会

・

○ 行政向けの研修会
・

○ 一般向けの研修会

・

（収１） 記録票販売及び受託事業

・

（法人） その他

・

・

「県民環境フェア」に出展し、衛生環境の向上に努める（前年度は令和5年11月5日にサンエー那覇メインプ
レイスにて開催、協会パンフレットやポケットティッシュ、粗品等を配布し浄化槽普及啓発に努めた）。

・ 検査結果より得られた蓄積データの解析を行い、検査指導の指標として活用する。

・ 浄化槽についての電話相談を行い、行政機関及び一般県民、企業等の依頼があった場合は、同行し、現場
調査及び指導助言を行う（令和５年度は現場調査対応が８件、電話相談約150件程度実施）

10月1日「浄化槽の日」は協賛新聞広告を募り,主な県内新聞社6紙へ掲載する（タイムス、新報約各14万部、
宮古・八重山約各5千部）。また、沖縄県と共催し、浄化槽の構造機能や関係法令などの普及啓発を図る

ホームページを活用した掲載で、浄化槽に関する知識の周知と、県・保健所への申請手続き書類を取得可
能にし、提出しやすい環境を構築する。またあらたな情報発信に努める。

〇県内で保守点検業の登録を受けた、業務に従事している浄化槽管理士を対象に、年一回以上研修会を開催
する（令和4年度は沖縄産業支援センター１０４名、宮古保健所６名、八重山保健所９名、合計１１９名が受講し
た）。

会議の開催（総会年１回(5月)・臨時総会8月１回・理事会10回程度実施予定（昨年度は4・5・7･9･12・3月計6
回）

法定検査の公正性を保つため法定検査委員会を設置し、年1回以上開催し、法定検査の公正性を確保する
ための措置を行う（令和4年度は令和6年3月29日開催）。

浄化槽検査員の技術向上を目的に、全国浄化槽技術研究集会へ派遣する（前年度は令和５年10月10日・
11日　神奈川県横浜市にて開催参加、参加者１名）。

検査実施の際、広報用パンフレット2000部の配布と、7条検査においては使用開始報告書の提出を促し、あ
わせて保守点検業者名簿の配布を行い保守点検の契約実施に繋げる。

浄化槽関連業務従事者（工事・保守・清掃）を対象に、資格保持者の育成及び技術向上研修・講習会を開
催し、技能向上を図る（前年度は令和5年10月30日、参加者29名について沖縄産業支援センターにて開催
した）。

・ 検査員の専門的技術が確保出来ているか定期的に会議を実施する。

・ 検査器具の校正について、器具の所有台数に応じて各自調整を行い、定期的に合同統一調整を行う。

協会運営基盤を強化するため会員への加入案内を継続して推進。

浄化槽処理機能と構造等について研修会を開催する。

一般家庭や事業所又は団体等に向けた、浄化槽適正使用に関する知識の教育講習及び保守点検・清掃の
実施、定期検査の受検を促すための研修会を実施する。

・ （1）保守点検記録票・清掃記録票を保守点検業者・清掃業者へ販売し、沖縄県浄化槽取扱要綱の統一様
式での、記録保存管理を推進し、合わせて会員及び関係業者への福利厚生を図る。

・ （2） 受託業務・・・ 1. 浄化槽管理士証の携帯証の交付（令和５年度は管理士証5名交付）。
（（公財）日本環境整備教育センターからの受託事業）

・ （3） 受託業務・・・ 2. 国庫補助機能保証登録制度に係る窓口取次業務（令和5年度55件申請受付）
　　（（一社）全国浄化槽団体連合会から県内における受託事業）

（4）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金制度に係る受付業務（令和５年度は事業1件）


